
女
児
p
h
E

ア

-
-
-
-
E
Z
7
F
J

一

一 「一一十一一一一一一一一一一一

含苧済J控苧j丸調帯春時

;f-y翠iIt 1=1 - }'司lZl'l症ド九4 末日日二百

f

を冒

車F

皐車」

論
聞

取
引
所
取
引
税
に
就
き
て
-
J
e
-
-
-
:

・
:
法
率
一
博
士
紳
戸
正
雄

ベ
エ
ム
の
利
子
生
産
力
説
一
:
:
:
:
:
丈
率
一
博
士
高
田
保
馬

農
産
物
の
プ

l
リ
ン
グ
に
就
い
て
・
・
謀
略
博
士
八
木
芳
之
助

董E冊

+
書
証
週

m
M
R
M開

輸
入
割
台
制

ε=F-5313)に
就
い
て

".電唱

11: 

努
章
一
博
士
火
口

日

吉

彦

冊

租
税
軽
怖
の
殺
展
限
度
:
・
:
:
E
f
-
-
-
:

一
-
・
:
さ
尚
早
土
大
畑
丈
七

レ
ス
キ
ュ
ウ
ル
の
長
期
的
景
気
建
動
論
・
経
涜
思
土
松
岡
学
児

百
貨
'
円
の
植
民
地
進
出
E
i
-
-
-
1
:
:

経
一
昨
月
川
土
堀
新
一

活

肌

骨

相

ル

労
働
者
退
臓
手
首
制
の
改
革
:
:
:
:
・
:
終
清
原
士
大
塚
一
朗

ピ
リ
モ
ヴ
ィ
ツ
チ
の
貨
幣
偵
値
論
-
:
:
・
河
川
漕
皐
土
青
山
秀
夫

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



場

-
論

聡
入
割
嘗
制
(
心

g
z
∞
万
円
。
ョ
)
に
就
い
て

〆町、
rロー

口

彦

自

t
(
一
、
輸
入
割
常
制
白
特
徴

:
一
回
、
割
笛
制
に
伴
ふ
反
響

三
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
脅
展

豆
、
白
主
的
割
賞
主
協
定
的
割
営

コ
一
、
割
賞
制
に
伴
ふ
諸
問
題

六

、

結

論

で
轍
入
割
富
酬
の
特
信

最
近
に
お
け
る
貿
易
政
策
轄
換
の
一
形
態
と
し
て
、
数
年
来
こ
と
に
著
し
〈
殺
展
し
つ
〉
め
る
も
の
い
、
輸
入

割
嘗
制

(
ο
g
u
毎
回
丹
市
同
国
一
一
内
。
ロ
吾

m
S円一

n
s
a
z
m
g
E国
内
ロ
時
)
が
あ
る
。
轍
入
割
常
制
と
は
一
定
の
商
品
の
轍
入

数
量
ま
た
は
償
額
を
直
接
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
囲
内
産
業
を
保
護
救
済
し
、
ま
に
は
間
際
貸
借
を
改
善

し
、
矯
替
管
理
を
貫
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
ο

ぞ
れ
故
仁
こ
れ
ま
に
一
の
産
業
保
護
政
策
を
主
と
す
る
も
の

で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
従
来
の
保
護
政
策
に
比
す
れ
ば
、
こ
の
轍
入
割
賞
制
は
多
〈
の
結
に
お
い
て
る

τ新
た
な

輸
入
割
営
制

(οzosaω
吉
田
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

i¥ 

第
四
貌

五
五



輸
入
制
官
制
(
心

zczaEE}
に
就
V

て

第
三
+
八
巻

A 

第
四
務

五
六

る
特
徴
を
有
し
、
そ
の
七
め
に
之
を
も
っ
て
貿
易
政
策
の
一
大
輯
換
土
看
搬
す
こ
左
が
出
来
る
程
で
あ
る
。

第
一
に
、
保
護
政
策
と
し
て
の
輸
入
割
嘗
制
の
特
徴
は
、
ぞ
れ
が
品
目
掛
口
輪
ス
口
叩
の
数
量
を
制
限
す
る
黙
に
あ

る
1

蓋
し
従
来
の
保
護
政
策
は
、
幼
稚
産
業
を
保
育
す
る
に
め
の
育
成
闘
枕
に
せ
よ
、
調
占
産
業
を
保
護
す
る
た

め
の
カ
U
F
4
プ
W
F

閥
一
穂
に
せ
よ
、
ま
た
最
近
の
恐
慌
劃
策
と
し
て
の
一
一
般
産
業
の
救
掛
闘
積
に
せ
よ
、
す
べ
て
閥
税

の
方
法
に
よ
る
保
護
で
あ
る
。
印
ち
闘
税
金
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
岡
商
品
の
轍
入
債
格
ey
引
上
げ
、
之
に

、

、

、

)

よ
っ
て
間
接
に
輸
入
を
制
限
し
て
閣
内
産
業
品
川
正
保
護
せ
ん
と
す
弓
も
の
で
あ
る
。
川
然
る
に
こ
の
間
接
方
法
は
、
最

遅
の
岡
際
艦
捕
の
状
勢
に
お
い
て
は
、
必
や
し
も
そ
の
殻
果
を
癒
揮
す
る
と
は
臨
ら
な
い
ぜ
例
へ
ば
金
本
位
制
を

停
止
し
矯
替
相
場
を
引
下
げ
て
ち
調
は
ゆ
る
矯
替
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
行
ふ
固
に
劃
し
て
は
、
た
と
ひ
関
税
金
引
上
げ

て
も
、
必
宇
し
も
轍
入
債
格
を
引
上
げ
得
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
h
L
但
り
じ
轍
入
債
格
を
引
上
げ
得
た
と
し
て
も
、

商
品
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
必
や
し
も
轍
入
数
量
の
制
限
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
最
も
趨
確
に
轍
入
を
制
限
す

る
七
め
に
は
、
直
接
方
法
に
よ
っ
て
轍
入
の
数
量
を
制
限
す
る
轍
入
割
嘗
制
に
よ
る
の
外
な
い
こ
と
h

な
る
。
ぞ

れ
故
に
こ
の
制
度
も
ま
た
、
最
近
の
困
際
軽
梼
に
お
け
る
一
般
的
動
向
と
同
じ
方
向
に
お
い
て
、
園
民
主
義
へ
の

結
成
を
更
に
力
強
〈
進
め
る
一
の
方
法
で
ト
の
り
、
そ
れ

rけ
貿
易
骨
骨
い
掛
わ
す
る
一
の
手
段
で
あ
る
。

第
二
に
、
轍
入
制
限
の
方
法
が
た
Y

に
直
接
に
行
は
る
う
に
止
ま
ら
争
、
そ
の
敷
量
ま
た
は
債
額
も
ま
た
、
最

初
か
ら
一
定
し
て
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
。
蓋
し
闘
税

F
Iる
間
接
の
制
限
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
轍
入
敷
量
を

制
限
す
る
か
は
、
金
〈
不
定
で
あ
る
。
然
る
に
轍
入
割
嘗
制
で
は
、

一
定
商
品
の
圏
内
消
費
量
k
囲
内
生
産
量
と

1) 拙著、踊際経理事の理論k問題、第2第、第7章、移照。
2) AmiDi， A.， l/institutlon du }J.[onopole du Comnu:rce ext釘 ieuren Perse， 1932， 

p. '14・
3) Dietrich， E. B.， French 1皿portQuot出 (TIH! American Economic Re円 e前，

XXIII， 4， D品 '933・p.663・)



を
参
照
し
て
、
外
固
か
ら
の
轍
入
線
卦
を
ま
づ
決
定
す
る
4
0

次
い
で
こ
の
轍
入
線
量
を
、
↓
轍
入
先
の
諸
外
聞
に

r

・、

向
っ
て
、
均
等
ま
む
は
比
併
的
に
劃
嘗
で
る
か
(
封
外
的
割
嘗
)
、
コ
自
園
の
轍
入
商
に
向
っ
て
、
各
自
の
轍
入
数

量
を
割
償
て
る
か
(
劃
内
的
割
償
)
、
∞
轍
入
総
量
を
分
割
し
て
、
一
ヶ
月
毎
の
轍
入
数
量
を
割
営
て
る
か
(
季
節

的
割
営
)
、
何
れ
に
せ
よ
瞬
な
石
轍
入
撒
量
の
制
限
じ
止
ま
ら
や
、
こ
の
制
限
し
た
る
数
量
を
、
何
世
帯
ー
か
の
意
時
に

お
い
て
ー
割
営
を
行
ふ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
『
轍
入
割
賞
制
』
と
稀
せ
ら
る
、
所
以
一
汚
あ
る
が
、
こ
の
鈷
に
お
い
て
も

藩
七
九
貿
易
統
制
の
程
度
を
準
め
に
も
の
と
一
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

相
に
決
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
特
定
の
轍
入
先
に
謝
し
亡
、
特
恵
佐
奥
ぶ
る
こ

E
色
可
能
で
あ
り
、
~
例
へ
ば
蘭
餌

こ
の
輪
入
割
営
こ
と
に
そ
の
艶
外
的
割
嘗
を
如

日
一
一
で
て
;
J
3
4
日
'
¥

a
l
l
-
-
t
l
ホ
'
V
J
J
力
批
〈

本
岡
向
口
叩
営
特
別
に
促
神
ず
る
ニ
と
も
出
鷹
4

心
。
燃
る
時
は
、

間
早
な
る
岡
内
農
業
の
保

謹
や
国
際
貸
借
の
改
善
に
止
ま
ら
守
、
そ
の
他
の
多
〈
の
目
的
の
に
め
仁
、
こ
の
手
段
を
利
用
す
β

こ
左
が
出
来

る
0

4

貿
易
協
定
が
次
第
に
個
別
的
と
な
り
、
従
っ
て
差
別
的
と
な
り
、
互
裏
主
義
ま
た
出
特
恵
主
義
が
次
第
に
盛

行
せ
ん
左
す
る
今
後
じ
お
レ
て
は
、
轍
λ
割
嘗
制
は
種
B
な
る
目
的
と
形
態
に
お
い
て
、
時
府
来
・
ま
す
l
r、
、
綾
厩
す

る
勢
に
あ
る
と
思
ば
れ
る
。

9 

第
三
じ
、
輸
入
割
嘗
制
は
こ
れ
ま
で
多
l
v

の
園
に
お
い
て
、
法
律
的
に
は
緊
念
慮
分
と
し
て
、

さ
れ
て
ゐ
る
。
卸
ち
法
律
事
項
で
は
な

t
、
命
令
事
項
と
し
て
賞
施
き
忍
う
鮪
色
一
の
特
徴
L
」
い
へ
る
。
従
来
の

閥
麓
に
よ
る
輸
入
制
限
で
は
、
関
税
の
賦
課
は
租
税
の
賦
課
k
類
似
す
る
所
か
ら
、
伸
縮
閥
在

(
E
m
H
E
w
s
-
s

の
如
き
例
外
の
場
合
は
別
と
し
て
、
ー
原
則
!
と
し

τ闘
税
の
賦
課
は
法
律
事
項
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
轍
入
割

輸
入
割
管
制

(
Q
E
E
U
H
E
n
-
)
に
就
い
て

一
時
的
に
施
行

第
三
十
八
巻

五
七

i¥. 

第
四
競

Bailey， S. H.， Reciprocity and .theM川ー1句vou問 d-Natian.Clausι(Ec""omica; 
42， Nov. '933・p.433・，，:. • 
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輸
入
割
常
制

(οgZ切

3
E
S
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

第
四
就

互E
A 

八
三
凶

官
制
は
特
別
の
立
法
に
よ
ら
争
、
多
く
は
緊
念
命
令
に
よ
る
こ
と
〉
な
る
。
例
へ
ば
ア
フ
ン
ス
で
は
一
九
一

O
年

フ
ラ
ン
ス
の
貿
易
を
防
害
す
べ
き
外

の
闘
琉
法
第
三
僚
に
認
め
ら
れ
た
る
緊
念
虞
分
、
郎
ち
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、

岡
政
府
の
慮
置
に
劃
抗
す
る
た
め
、
緊
急
慮
分
を
な
す
の
樺
利
お
よ
び
義
務
を
有
す
る
と
い
ふ
規
定
に
従
っ
て
、

引
町
(
註
}

多
〈
の
商
品
に
掛
し
て
轍
入
割
営
制
を
寅
施
し
つ
〉
あ
る
。
従
つ

τま
に
そ
れ
は
期
限
付
き
の
一
時
的
制
限
で
あ

h
ノ
、
而
も
後
に
遮
ぷ
る
が
如
〈
一
年
以
内
の
比
較
的
短
期
の
期
限
を
附
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
馳
を
強
調

す
る
も
の
は
、
輸
入
割
論
制
は
一
時
的
例
外
的
の
緊
念
慮
置
仁
過
ぎ
十
、
何
等
貿
易
政
策
上
の
重
要
な
る
難
革
?

は
な
い
と
主
張
し
う
る
が
如
〈
で
め
る
が
、
併
し
今
日
で
は
こ
の
一
時
的
の
緊
念
底
分
は
、
次
第
に
永
績
的
の
常

設
制
度
に
轄
化
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
い
。
例
へ
ば
ア
ラ
ン
ス
の
議
舎
は
、
こ
の
轍
λ
割
営
制
の
撤
勝
に
反
艶

し
つ
う
あ
り
、
ま
た
ア
ラ
シ
ス
開
院
委
員
舎
の
如
き
も
、
こ
の
轍
入
割
常
制
に
代
ら
ん
と
す
る
閥
枕
別
上
串
換
を
否

決
し
つ
う
あ
る
〆
如
き
は
、
『
割
営
制
度
を
も
っ
て
、
貿
易
政
策
の
永
績
的
方
法
と
看
倣
さ
ん
と
す
る
こ
と
を
示
す
』

も
の
と
言
ふ
こ
と
.
か
出
来
る
。

円
盤
}
こ
白
緊
念
庭
分
は
違
法
で
あ
る
主
主
張
す
る
者
も
あ
る
o

例
へ
ば
パ

P
大
撃
法
科
教
授

E-哲
己
主
安
氏
白
知
曹
は
、
政
府
は
そ
の
櫨
限

を
超
越
し
且
ヲ
そ
の
手
績
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
根
撲
の
第
一
一
は
、
一
九
一

O
年
法
白
木
交
に
あ
る
-
星
空
旦

E
S
の
文
字
は
、

一
八
九
二
年
法
第
八
傑
に
規
定
ナ
る
禁
止
宣
言
の
横
限
を
取
袖
す
も
の
な
る
ζ

と
o

第
二
は
如
何
な
る
場
合
主
雌
も
、
と
の
特
別
白
椴
限
は
、

た

r
報
復
の
手
段
に
の
み
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ
に
あ
る
。

二
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
破
属

~)jetrich. 1'， ]3.. French import quotas (ibid.. p. 66:!..6(3) 
Dietrich. ibid.. p. 673. 
Dieterich. ibid. p. 674・
Dietr.ich， ibid.， P. 663 
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、
切
言
語
選
管
長
会
党
議
議
事
品
選
灘
簿
遜
導
力

轍
入
に
劃
す
る
直
接
の
数
量
的
制
限
を
な
す
輸
入
割
営
制
は
、
今
日
で
は
す
で
に
多
〈
の
ヨ

l
ロ
ヅ

.ρ

諸
固
に

採
用
さ
れ
つ
う
あ
る
が
、
そ
の
最
も
よ
く
毅
展
せ
る
闘
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
最
近

に
お
げ
る
フ
ラ
ン
久
の
圃
際
的
地
位
の
品
質
化
よ
り
来
る
必
然
の
結
果
E
F
Z
B
言
へ
る
。
元
来
フ
ラ
ン
ス
は
轍
入
超
過

の
岡
で
は
あ
っ
た
が
、
之
は
こ
れ
ま
で
主
主
し
て
外
岡
か
ら
の
遊
覧
客
に
よ
る
牧
入
土
、
そ
の
他
の
貿
易
外
の
牧

入
と
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
つ
b

あ
っ
た
。
然
る
に
一
九
三

O
年
の
世
界
恐
慌
以
来
は
、
こ
れ
ら
純
て
の
貿
易
外
牧

入
が
激
減
せ
る
上
に
、
金
本
位
制
ぞ
固
守
し
て
矯
替
相
場
を
維
持
せ
る
た
め
に
‘
世
界
各
岡
の
矯
替
下
落
岡
か
ら
、

絶
掃
の
輪
出
市
場
と
し
て
包
閏
攻
撃
を
う
け
る
有
様
と
な
っ
た
。
却
ち
『
プ
ラ
ン
九
は
他
聞
の
輸
出
業
者
に
左
っ

て
、
難
し
い
狩
獄
揚
k
な
っ
て
燃
に
以
か
く
し
て
轍
入
の
殺
到
は
著
し
く
な
hγ

、
例
へ
ば
一
九
.
一
一
年
の
上
学
期

に
は
、
轍
λ
超
過
は
轍
入
の
一
一
一
O
%
以
上
に
上
り
、
七
月
の
食
料
品
轍
入
は
、
前
年
同
月
に
比
し
六
一
%
の
増
加

を
一
不
し
、
フ
ラ
ン
月
一
躍
漕
は
次
第
に
悪
化
せ
ん
と
す
る
に
至
つ

t
d
こ
の
卦
謄
策
と
し
て
採
用
き
れ
た
の
が
、
卸

、、

ち
闘
枕
政
策
を
よ
り
徹
底
せ
し
め
た
所
の
轍
入
割
嘗
制
で
め
る
。

然
ら
ば
何
故
に
『
闘
税
政
策
か
ら
割
嘗
制
度
へ
』
の
轄
化
を
試
み
た
か
を
フ
ラ
ン
九
に
つ
い
て
見
る
に
、
第
一
に

フ
ラ
ン
ス
は
す
で
に
闘
稜
の
七
二
%
を
通
商
健
約
に
よ
り
固
結
せ
し
め
て
ゐ
る
か
ら
、
『
闘
枕
の
白
由
』
を
有
せ
子
、

之
を
改
訂
す
る
た
め
に
は
長
期
に
わ
た
る
外
交
工
作
を
必
要
と
す
る
。
第
二
に
安
債
な
外
岡
商
品
の
侵
入
と
主
に

外
岡
此
府
の
輸
出
促
進
策
に
劃
醸
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
闘
稜
政
策
で
は
間
に
合
は
争
、
之
を
致
呆
的
に
行
ふ

た
め
じ
は
、
恐
ろ
し
く
開
設
を
高
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
に
か
〈
の
如
き
高
率
闘
稜
は
、
輸
入
口
聞
の
債
格
を
副
主

輸
入
割
賞
制
(
守
耐
え
p

々
奇
ヨ
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

八
三
五

第
四
務

五
丸

Amini， ibid.， p. 14・ Dietrich，ibid.， p. 6(>l. 
Dietrich， ibid.， p. 66". 
])ietrich， jlJid.， p. 662. 
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輸
入
制
営
側
お
き
Z
Z
3
E
E
)
に
就
肘
て

第
一
一
一
十
八
巻

第
四
蹴

大

O

八
一
ニ
六

t女

延
い
て
圏
内
物
債
を
騰
貴
せ
し
な
る
傾
向
に
お
い
て
、
轍
入
割
嘗
制
に
比
し
て
準
か
に
強
力
で
あ
る
と
主
張

よ
り
直
接
に
し
て
有
放
な
る
割
嘗
制
は
、

さ
れ
た
。

-
お
よ
そ
か
〈
の
如
き
事
情
に
よ
っ
て
、

一
八
一
一
三
年
八
月
に

至
り
撃
に
ラ
バ

l
y
内
閣
に
よ
り
採
用
さ
忍
う
こ
と
h

な
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
生
産
業
者
会
園
聯
合
舎
長
ド
ゥ
ジ
ユ

マ
ン
氏
の
次
の
意
見
の
如
き
は
、

ア

-
7

ン
ス
産
業
家
の
代
表
的
な
意
見
で
あ
ら
う
。

可 1

『
わ
れ
/
¥
は
い
室
外
国
貿
易
白
金
く
の
行
詰
り
に
営
面
し
て
ゐ
る
。
何
一
ら
の
見
透
し
も
う
か
ね
一
般
的
の
停
輔
状
態
に
あ
る
。

E
-
:
割
営
制
度
白

.

.

.

.
 ‘
 
.. ，
、
‘
.
、
‘
.
、
‘
.
、
‘
.
‘
.

h

・‘
...... h .
.

.

 

‘
 
.
.
.
.
.
.
.
 ‘.‘、
.. 、

保
府
は
、
苦
闘
の
虫
産
者
に
向
ワ
て
、
大
な
る
程
賠
に
閥
内
哨
哨
一
…
唱

Jwt叩
円
一
一
-
吋
崎
市
吋
い
日
1

叫
吋
唱
咽
が
重
要
な
る
外
岡
帰
替
を
維
持
す
る

限
駅
、
そ
れ
凶
苦
闘
を
し
亡
、
契
約
四
白
山
を
奪
問
し
て
、
新
た
に
有
利
な
る
遁
商
傑
約
を
協
定
せ
し
め
う
る
で
あ
ら
う
。
た
い
二
一
円

J

町
一
慨
仲
を
必

、、‘，、、、‘朝、、明、‘，、官、
.

W

L

朝、、

要
と
ナ
る
。
一
方
に
は
、
総
括
的
た
輸
入
割
蛍
制
は
、
た
Y
緊
念
底
分
と
し
て
白
み
許
き
る
べ
奇
で
あ
る
主
い
ふ
丸
解
吃
繰
っ
ζ

と
の
必
要
、
他
方

、
.... ‘
 
.
.
.
.
.
.
.
 ‘.、‘
.. 、、‘.‘.‘、

.

.
 一・u
・

に
は
、
あ
ら
ゆ
る
新
た
な
閥
枕
の
規
定
は
、
わ
が
閣
の
関
税
制
度
を
改
訂
し
て
恐
慌
後
の
新
た
な
事
情
に
通
牒
せ
し
め
る
可
能
性
を
留
保
す
る
た
め

に
禁
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
是
で
あ
る
d
』

3
て
ご
ブ
シ
サ
パ
に
お
い
て
は
、
轍
入
割
営
制
の
前
身
と
も
一
言
ふ
べ
き
轍
入
許
可
制
(
ピ

ngぉ
々
加
丹
内
自
)
は
、
す

で
に
一
九
ご
九
年
末
か
ら
映
量
7
4
Y
ム
ジ
小
委
の
如
き
商
品
に
行
は
れ
て
ゐ
た
が
、
本
来
の
意
味
じ
お
け
る
轍
λ

割
嘗
制
の
貫
施
さ
れ
た
の
は
、

ぞ
れ
以
来
は
矢

一
九
コ
二
年
八
月
の
木
材
・
酒
の
割
蛍
を
も
っ
て
創
始
と
す
る
。

能
ぎ
早
に
、
商
品
と
そ
の
数
量
を
指
定
し
、
翌
年
の
七
月
ま
で
一
ヶ
年
の
聞
に
、

そ
の
趨
用
品
目
は
念
速
に
蹟
張

さ
れ
て
、
設
に
一
二
三
三
に
遣
し
て
ゐ
る
o
Aー
そ
の
主
要
な
る
も
の
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

ヲ
ラ

y
ス
に
お
け
る
輸
入
割
営
の
年
月
お
よ
び
品
目

酒
-
木
材
及
木
材
製
品

家
畜
・
生
内
及
貯
蔵
向
・
牛
乳
及
牛
乳
製
品

正

一
九
一
一
二
年

へ
月

九

月

十

魚

月

Dietrich， ihid.. p. 664・
Roorbach， G. B~ ， Problems in F'oreign Traoe， 1933" p. .114--129 



生
死
家
禽
・
卵
・
家
兎
・
曲
物
家
具
・
担
割
黍
等
・
切
花

砂
塘
J

腫

干

魚

・

パ

ナ

、

臥

↑
明
具
れ
大
鎌
及
鎌
・
熊
手
・
鏡
板
及
鋼
板
・
ヲ
ヂ
オ
及
部
分
品
・
電
気
器
具
・
民
空
塵
取
・
鞍
郡
家
具
現

月

織

入

碗

豆

・

楽

豆

及

人

参

・

草

・

纏

入

魚

類

務

三
月
金
物
・
木
製
家
具
・
自
動
車
車
禁
・
電
気
板
・
機
械
道
具
・
印
刷
機
械
・
特
定
器
具
・
度
器
・
鋼
片
・
喜
池
電
気
絶
縁
器
・
特
鞠

定
ガ
ラ
ス
器
・
滞
傘
骨
・
燃
統
及
ガ
ス
総
・
特
泡
衣
服
及
織
物
・
特
定
紙
及
カ

r
v根
・
鈷
火
器
ト
織
鋼
塊
及
井
・
鋭
鋼
輸
・
硫
快

酸
・
水
銀
-
A
皿

箔

、

跡

J

ス
ト
l
グ
及
ヒ

1
F
1
・

線

及

人

絹

メ

リ

ヤ

ナ

フ

ェ

ル

ト

悶

・

勝

阪

大

編
物
及
メ
リ
ヤ
ス
機
械
・
光
畢
器
具
及
科
準
器
具
・
パ
イ
プ
フ
イ
テ
イ

y
r
・
フ
ィ
ル
ム
陽
童
・
建
築
用
金
物
・
沃
度
円

高
年
筆
及
臼
動
錯
筆
・
ア
ヅ
ト
ウ
エ
ア
・
銀
及
鍍
金
属
品
・
板
が
ラ
ス
・
窓
ガ
ラ
?
型
ガ
ラ
ス
'
樹
脂
製
品
及
テ
レ
ピ
y
油

開

生

巣

貸

出

問

、

μ

場
宵
掛
同

船一酬
物品刊

髄
第

る
、競

け

z
q和

鵬
靖、第

氏守二
閣

時

駒

山

四
eu

b
v勺
必

一
九
三
二
年

十
一
月

十
二
月月

、

二且主 主五 四

局月 月

一
九
三
三
年

士

月

十
一
周
ヨ

l
ヒ
E
(
闘
税
引
上
げ
ま
で
一
時
的
)

三
月
五
十
九
品
目
に
艶
し
関
税
引
上
げ
ま
で
一
時
的
に
割
蛍

月
!
蜂
蜜
及
伐
用
品

凶

之
に
よ
り
て
見
る
時
は
、
い
炉
に
多
数
の
商
品
に
謝
し
て
賃
施
せ
ら
る
〉
か
ヨ
判
る
。
而
し
て
最
初
の
聞
は
、

(
謹
)

主
と
し
て
農
産
物
に
劃
し
て
行
は
れ
た
が
、
第
二
年
目
の
一
九
三
二
学
一
月
か
ら
は
、
一
般
の
製
造
口
叩
に
劃
し
て

も
t

ま
に
寅
施
さ
れ
る
こ
と
b

な
っ
た
こ
と
は
右
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

(註
V

一
九
三
二
年
九
月
ド
イ
ア
白
パ

1
4
y
内
閣
に
よ
ワ
て
計
重
さ
れ
た
輸
入
割
賞
制
も
ま
た
、
同
農
業
綱
領
』
の
ゆ
に
包
含
せ
ら
る
ム
農
産
物

.
に
嚇
割
ナ
る
割
常
制
で
あ
っ
た
。
之
に
づ
い
で
は
四
宮
恭
二
氏
の
宥
盆
な
論
文
に
詳
論
さ
札
て
ゐ
る
。

一ー一、
割
賞
制
に
伴
ふ
諸
問
題

輸
入
割
嘗
制

(
ο
a
c
Z
4量
百
)
に
就
い
て

第
三
十
人
血
管

第
四
貌

入
=
一
七

~ 
F、

内
庄
市
百
九

。



V 

'-

の
場
《、
ι4 

も
過
去
の
イ可
れ
の
年
ま
7こ
B主
如
何.

な
る
範
国
の
平
均
敷
ι曹常

一
擦

League of Nations， Recomrriendat:ions' ，'or the Econ町 Ic'Committee:rela.ting to 
Tari官 policyand tbe Mo.t. Fm.ou，問d・N副io田 Clrnl1S(~1 1933・
Brinkmann，'C.， Meistbegunstigungskla'田 elund Kontingent (Weltmirtschaft1iches 
Archiv， Jen. 1934) 
Bailey， S. H.， ReCiprocity and the Most-Fa¥'aol1l"ed.:Nntion Clause (Economi白，
No. 42， Nov. 1933・)

輸
入
割
常
制

(
O
E
E
既
日
、

E
m
E
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

八
三
八

第
四
放

中
~、

轍
入
割
皆
制
は
か
〈
の
如
く
最
近
に
お
け
る
会
〈
新
に
な
る
経
験
で
あ
る
。
ぞ
れ
故
に
之
を
賞
施
す
る
に
営
つ

て
は
、
之
に
関
聯
し
て
多

t
の
問
題
が
継
起
し
て
く
る
。

第
一
の
問
題
は
、
か
く
の
如
き
割
官
制
の
賀
施
は
、
謂
は
ゆ
る
最
車
岡
約
款
の
規
定
に
違
反
せ

e

き
る
か
否
か
の

問
題
で
あ
る
。
之
に
つ
い
て
は
慨
に
早
く
岡
際
聯
盟
の
問
題
と
な
h
ぺ
、
ま
た

prrghg回
数
払
お
よ
び
}
庄
一
31

氏
の
研
究
も
毅
表
3
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
高
で
は
詳
論
し
な
い
こ
と
冶
す
る
が
、
要
す
る
に
轍
入
割
常
制
の
内
容
如

何
い
い
よ
っ
て
は
、
最
車
問
約
数
仁
絵
日
」
9

，o
p
t
t
ι
h

も
な
り
、
違
反
ザ
グ
る
こ
と
〉
も
な
，
心
り
し
め
ら
う
。
例
九
ぱ

接
壌
国
に
封
す
る
陸
上
搬
入
の
割
営
を
規
定
し
た
り
と
て
、
遠
隔
の
第
三
岡
に
劃
し
て
は
何
等
の
損
害
を
典
ム
ベ

し
と
も
考
へ
ら
れ
争
、
ま
た
各
園
へ
の
轍
入
割
嘗
を
人
口
理
的
な
る
過
去
の
基
準
に
従
っ
て
比
例
的
に
割
営
て
に
り

と
て
、
賞
質
的
に
は
最
悪
闘
約
歎
に
違
背
せ
ち
と
は
断
じ
難
い
で
あ
ら
う
。

第
二
の
問
題
は
、
一
定
商
品
の
轍
入
線
量
の
決
定
に
闘
す
る
。
理
論
的
に
は
、
岡
内
消
費
量
か
ら
闘
内
生
産
量

を
控
除
せ
る
残
量
を
も
っ
て
、
外
国
か
ら
の
轍
入
線
量
と
な
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
“
現
買
の
問
題
と
し
て
は

必
や
し
も
単
純
で
は
な
い
。
即
ち
岡
内
消
費
量
も
闘
内
生
産
量
も
、
決
し
て
絶
劃
的
に
議
定
さ
れ
た
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
、

何
を
標
準
と
し
て
之
を
決
定
す
べ
き
か
Y
問
題
と
な
る
。

現
宜
に
は
過
去
の
敷
字
を
基
礎
L
」
し
て
決

定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
け
れ
ど
も
、

る
べ
き
か
は
問
題
で
あ
り
、
ま
た
多
少
の
程
度
に
岡
内
消
費
の
抑
制
を
計
り
、
ま
た
は
閤
内
生
産
の
奨
聞
を
計
る

と
せ
ば
、
に
Y
過
去
の
数
字
を
そ
の
ま
、
に
採
用
す
べ
き
か
否
か
も
問
題
で
あ
ら
う
。
次
に
轍
入
総
量
に
闘
聯
し

2) 

3) 



て
お
こ
る
他
の
問
題
は
、
こ
の
数
量
を
色
っ
て
絶
叫
判
的
の
轍
λ
載
一
量
と
な
し
、
之
を
超
過
す
る
敷
量
は
結
卦
的
に

轍
入
を
禁
止
す
る
か
、
ま
た
は
こ
の
数
量
ま
で
は
比
較
的
に
低
率
の
闘
耽
を
課
し
、
之
を
超
過
す
る
数
量
に
劃
し

て
は
、
高
率
の
闘
裁
を
課
す
名
の
方
法
に
よ
る
か
、
前
者
は
純
粋
な
る
轍
入
割
嘗
制
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
と
闘

積
と
の
櫨
A
口
制
度
で
あ
る
d

何
れ
に
よ
る
ぺ
き
か
は
、

戸?フ。

具
腫
的
・
特
殊
的
に
考
慮
し
て
決
定
さ
る
べ
き
問
題
で
あ

第
三
の
問
題
は
、
調
外
的
割
宮
に
関
聯
し
て
お
と
る
。
ま
づ
卦
外
的
割
営
を
な
す
べ
き
か
印
ち
轍
入
先
の
各
岡

に
そ
れ
介
、
一
定
の
数
量
を
割
営
て
る
べ
き
か
、
ま
た
は

t
y
輪
入
組
長
だ
け
を
決
定
す
る
に
と
Y
め
て
、
-
轍
入

先
じ
て
自
由
に
潜
探
せ
し
な
ぺ
ち
か
の
問
題
が
お
こ
ぶ
。
間
半
に
輸
入
念
制
限
し
ま
た
は
閥
内
生
産
を
保
護
す
る
だ
け

、

の
目
的
な
ら
ば
、
必
や
し
も
野
外
的
割
営
を
必
要
企
し
な
い
で
あ
ら
う
。
併
し
な
が
ら
第
一
に
、
輸
入
制
限
を
よ

、り確
貨
に
質
調
す
る
た
め
に
は
、
真
に
之
を
各
聞
に
割
品
目
問
て
る
に
如
か
争
、
第
二
に
、
轍
入
割
常
制
に
他
の
目
的

ぞ
附
加
す
る
揚
A
口
、
例
へ
ば
相
手
闘
に
多
少
の
差
別
待
遇
を
輿
へ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
ま
た
針
外
的
割
嘗
を
行

ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
に
各
聞
に
劃
し
て
均
分
の
割
蛍
を
行
ふ
な
ら
ば
、
問
題
は
比
較
的
仁
簡
単
で
は
あ
る

が
、
併
し
均
労
の
割
営
は
必
十
し
る
公
正
な
る
割
営
と
言
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
現
貰
に
は
何
等
か
の
標

準
に
従
っ
て
、
各
闘
に
向
っ
て
異
な
る
割
営
を
振
り
向
げ
る
こ
と
、
三
な
る
が
、
然
ら
ば
そ
の
標
準
は
何
に
撮
る
べ

き
か
、
こ
の
場
会
に
も
ま
七
過
去
の
数
字
に
根
擦
を
求
か
る
外
な
い
が
、
問
題
は
そ
の
過
去
の
数
字
を
如
何
に
採

名
べ
き
か
に
あ
る
。
例
へ
ば
過
去
十
年
間
の
平
均
を
採
る
場
合
と
、
五
年
間
の
卒
均
を
採
る
場
合
と
、
最
近
の
一
、

輸
入
割
常
制

S
E
E
m
3
Z
E
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

八
三
九

第
四
時
踊

7; 

Dietrich， ibid.， p. 666. 守

Bailey， S. 1:I.， Reciprodty and the Most..}'a:roured.Nation Cllluse. (ibid・， p・433)
4) 
5) 



輸
入
割
官
制

(ο
雪
Z
m可
m
E
E
)
に
続
い
て

第
三
十
八
巻

第
四
貌

~ 

四

八
四

O

二
年
を
採
る
場
合
と
に
よ
り
、
殊
に
最
近
の
如
き
岡
際
経
掛
の
品
質
動
時
代
に
め
つ
て
は
、
各
闘
の
割
嘗
て
ら
る
べ

き
数
量
に
著
し
き
相
遣
を
生
や
る
で
あ
ら
う
。
而
も
何
れ
の
数
字
を
も
っ
て
最
も
合
理
的
と
な
す
べ
き
か
は
、
必

令
し
も
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
多
い
か
ら
、
こ
の
問
題
は
請
は
ゆ
る
『
基
準
年
度
』
の
問
題
と
し
て
、
賃
際
上
に
は

「
註
}

最
も
困
難
な
問
題
の
一
つ
を
成
す
こ
と
が
多
い
。
帥
ち
基
準
年
度
を
如
何
に
採
る
か
の
問
題
は
、
第
一
に
岡
内
生

産
者
在
外
岡
轍
出
業
者
と
の
間
町
第
二
に
外
岡
轍
間
業
者
の
相
立
の
問
に
、
載
然
た
る
利
害
闘
係
含
有
す
る
か
ら

で
あ
る
。
従
つ
で
ま
た
こ
の
勤
を
利
用
し
て
、
轍
入
割
嘗
制
に
よ
る
差
別
待
遇
を
、
外
見
上
に
合
理
化
せ
ん
と
す

る
企
て
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
〉
な
る
。

《
笹
)
例
へ
ば
最
涯
の
日
英
舎
商
で
は
、
『
協
定
地
域
』
の
範
囲
に
闘
す
る
主
張
の
相
還
に
よ
ヲ
て
行
詰
り
、
主
だ
『
基
準
年
度
回
目
問
題
に
ま
で
進

ん
で
ゐ
な
い
が
、
停
~
ら
れ
る
所
で
は
吾
園
は
一
九
三
三
年
を
基
準
ー
と
し
て
主
張
し
、
イ
ギ

P
ス
は
一
九
三
O

|
一
一
一
一
一
年
を
墨
準
と
し
て
宇
援

せ
ん
と
す
る
も
の
お
様
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
こ
の
慰
で
も
ま
た
困
難
な
る
艶
立
を
な
す
も
の
と
言
ば
ね
ば
な
ら
ね
e

第
四
に
、
調
外
的
割
賞
に
関
聯
し
て
、
各
岡
の
割
営
を
確
保
せ
し
む
る
方
法
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の

相
手
の
輪
出
園
に
お
け
る
官
吏
ま
た
は
民
間
圏
韓
と
の
連
絡
方
法
で
あ
る
二
即
ち
相
手
園
の
内
部
に
お
い
て
.
そ

の
闘
に
割
営
て
ら
れ
七
る
数
量
を
、
さ
ら
に
轍
出
業
者
ま
た
は
生
産
業
者
の
聞
に
割
嘗
て
る
な
ら
ば
、
ぞ
の
闘
へ

の
割
蛍
量
は
確
貫
に
維
持
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
現
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
‘
諸
外
聞
の
官
吏
ま
た
は
産
業
園
臆
に
艶
し

で
、
フ
フ
シ
ス
へ
の
轍
出
を
割
営
つ
べ
一
き
樺
限
を
委
任
せ
る
も
の
が
極
め
て
多
い
。
左
に
最
近
の
般
態
を
表
示
す

4
品
。

相

王子

官
吏
ま
た
は
産
業
回
値
目
敷

割
営
種
目
の
数

園

Dietrich， ibid.， p. 669 6) 
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、ノ

商
工
曾
議
所
四
、
産
業
回
瞳
二
九

勢
働
産
業
大
臣
、
農
務
大
臣
、
商
工
曾
議
所
て
産
業
検
査
官
、
国
際
製
鋼
カ
ル
テ
ル
、
産

業
関
穂
六
、
割
営
委
任
官
二

ウ
ィ
ー
ン
商
工
曾
議
所
、
産
業
園
億
六

商
工
大
臣
、
産
業
開
惚
七

産
業
開
組
六
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

1
商
工
曾
議
所

組
合
大
臣
、
産
業
回
優
=
て
パ
リ
化
畢
製
品
所

オ
ラ

y
r枕
関
長
、
外
務
大
臣
、
輸
出
組
合
二

在
パ
リ
ア
メ
リ
カ
商
工
曾
議
所
、
産
業
間
憾
一

聯
滞
経
済
省

パ
リ
牝
串
製
品
所

併
し
な
が
ら
こ
の
制
度
に
艶
し
で
も
種
E
の
問
題
が
め
る

J

之
に
よ
っ
て
轍
入
割
嘗
制
に
伴
ふ
種
E
の
煩
鎖
な

事
務
的
勢
務
を
蒐
れ
る
の
長
所
は
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
種
l
の
映
陪
を
も
免
れ
得
な
い
。
そ
の
主
要
な
快
陪
は
、

第
一
に
轍
入
口
叩
そ
の
他
に
闘
す
る
自
闘
の
謹
樟
植
を
.
奉
げ
て
外
岡
人
に
委
任
す
る
の
結
果
と
な
り
、
従
っ
て
ま

た
轍
入
債
格
を
統
制
す
る
の
機
舎
を
外
圃
人
に
典
ふ
る
こ
と
〉
な
る
。
第
二
に
各
聞
に
劃
す
る
割
賞
の
貫
施
が
不

公
平
と
な
る
を
免
れ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
右
の
制
度
を
有
す
る
相
手
闘
で
は
、
そ
の
闘
の
官
吏
ま
た
は
産
業
囲

瞳
の
査
定
に
よ
っ
て
、
割
営
数
量
を
輸
出
し
う
る
に
反
し
、
然
ら
r
t
る
他
の
相
手
固
で
は
、
会
〈
偶
然
的
に
轍
出

す
る
こ
と
〉
な
る
か
ら
で
あ
る
。

日

J

第
五
の
問
題
は
、
卦
内
的
割
嘗
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
ま
た
杢

t
野
内
的
割
嘗
を
行
は
十
し

輸
入
割
賞
制

sacsamg自
訴
に
就
い
て

、

第
三
十
八
巻

第
四
時
現

i¥. 
凶

六
五



、

輸
入
割
常
制

S
E
E
m
マ

第
三
十
八
巻

第
四
時
蜘

jI. 

四

宍
六

τ
、J
輸
入
業
者
を
し
て
先
づ
自
由
に
轍
入
せ
し
め
、
規
定
の
轍
入
総
量
に
還
す
る
に
及
ん
で
、
ぞ
れ
以
上
の
輸
入

ぞ
禁
止
す
る
こ
正
に
よ
っ
亡
も
目
的
を
遣
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ

E
も
こ
の
方
法
で
は
外
闘
の
輪
出
業
者
お

よ
び
岡
内
の
轍
入
業
者
を
し
て
、
『
獅
々
の
分
け
前
』
に
典
ら
ん
と
し
て
念
激
に
職
入
を
念
が
し
め
て
、
ぞ
の
業
態

を
動
揺
せ
し
め
事
業
を
不
安
な
ら
し
hv
る
傾
向
を
免
れ
な
い
の
み
な
ら
や
、
相
も
す
れ
ば
轍
入
を
過
剰
な
ら
し
h
u

る
防
府
い
か
多
い
。
ぞ
れ
故
に
賞
際
に
は
囲
内
の
轍
入
業
者
に
向
っ
て
、
割
嘗
を
な
す
こ
と
、
な
る
が
、
こ
の
揚
令
仁

も
ま
れ
鍋
去
の
歌
山
十
な
基
準
と
し
、
輸
入
組
長
の
幾
分
市
営
新
興
業
者
の
に
め
に
留
保
し
お
き
、
ぞ
の
大
部
分
伝
従

来
の
取
扱
量
に
比
例
し
て
割
り
あ
て
る
こ
色
、
〉
な
る
。
囲
内
輪
入
業
者
に
割
嘗
て
る
方
法
は
、

7
7
y
ス
で
は
主

と
し
て
農
産
物
に
趨
用
せ
ら
れ
、
農
務
省
の
中
に
専
門
委
員
舎
を
設
け
て
統
轄
し
、
そ
の
下
に
小
委
員
舎
を
設
け

て
割
償
に
よ
る
轍
入
を
許
可
す
る
。
ま
七
一
九
三
三
年
三
月
に
貫
施
せ
ら
れ
た
品
目
に
つ
い
て
は
、
税
闘
が
輸
入

許
可
を
奥
ふ
る
に
先

rち
、
フ
ラ
ン
ス
生
産
業
者
聯
合
舎
の
承
認
を
程
べ
き
こ
主
、
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
方
法
は

轍
入
線
量
を
規
定
通
、
り
に
確
保
す
る
た
め
に
は
有
致
で
は
あ
る
が
、
轍
入
競
争
を
減
殺
す
る
こ
と
h

な
る
か
ら
、

最
も
有
利
な
る
轍
入
を
な
し
得
る
か
問
題
で
あ
ら
う
。

第
六
は
割
嘗
制
の
期
間
の
問
題
で
あ
る
。
最
初
に
遮
べ
た
る
如
〈
、
轍
入
割
営
制
は
今
日
で
は
尚
ほ
一
の
緊
念

底
分
と
し
て
行
は
れ
る
か
ら
、
普
通
に
は
期
限
附
で
貫
施
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
期
限
の
長
短
が
先
づ
問
題
と
な

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
種
目
に
よ
っ
て
種
1
異
な
り
、
短
き
は
一
ヶ
月
か
ら
、
長
き
は
一
ヶ
年
に
及
び
、
そ
の
聞
に

お
い
て
長
短
各
1
相
違
す
る
が
、
三
ヶ
月
を
も
っ
て
最
も
普
通
と
す
る
。
ト

Y
コ
で
は
一
九
一
一
二
年
十
一
月
以
来
、

Dietrich， ibid.， p. 666. 



原
料
品
を
除
〈
大
部
分
の
轍
入
日
間
に
聾
し
て
、
月
々
の
輸
入
割
営
鵠
を
貰
施
し
つ
〉
あ
る
町
一
ヶ
月
毎
回
割
営
で

は
?
飴
り
に
短
期
に
失
し
て
、
事
務
の
煩
雑
を
伴
ひ
、
且
つ
輪
出
入
業
者
を
不
安
な
ら
し
か
る
に
反
し
、
一
ヶ
年

で
は
飴
り
に
長
き
に
矢
し
て
、
事
情
の
盤
化
に
膳
じ
て
改
更
す
る
場
合
に
不
便
で
あ
る
。
ぞ
れ
故
に
普
通
は
コ
マ
グ

月
舎
も
っ
て
適
嘗
と
し
、
必
要
に
臆
じ
て
更
新
す
る
こ
と
〉
す
る
。
更
に
必
要
あ
る
場
会
に
は
、
之
を
細
分
し
て

一
ヶ
月
毎
の
割
営
を
な
し
ー
ま
た
生
鮮
食
料
品
の
如
き
は
、
毎
週
ご

E
の
割
営
を
定
む
る
こ
と
さ
へ
あ
る
。
か

t

の
如
き
季
節
的
割
昔
は
、
二
一
ヶ
月
ま
た
は
一
ヶ
年
の
綿
量
佐
確
保
す
る
上
に
も
必
要
で
あ
5
0
例
へ
ば
一
ヶ
年
の

轍
入
線
量
を
確
貫
に
知
る
た
め
に
は
、
少
〈
E

と
も
そ
の
期
間
の
最
後
の
瞬
間
よ
り
も
多
少
の
時
日
古
け
は
後
れ
る

か
ら
、
滞
干
日
般
の
後
仁
.
す
っ
て
始
め
て
規
定
数
量
に
合
致
ぜ
4
0
h
r
溶
か
を
確
か
め
う
べ
く

b

従
つ

τ必
す
し
色

正
確
な
る
合
致
を
望
み
難
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
克
に
之
を
季
節
的
に
小
介
し
て
、
各
短
期
間
毎
に
規

定
数
量
lc現
貫
数
量
と
の
接
近
を
計
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
最
後
に
期
間
に
関
聯
し
て
問
題
と
な
る
は
、
割
嘗
制
の
遡

及
力
炉
-
龍
h
u
る
か
否
か
に
あ
る
。

フ
ラ
ン
見
で
は
殆
ん
ど
多
〈
の
場
合
に
、
最
初
の
割
常
に
は
或
期
間
の
遡
及
力

を
認
め
、
そ
の
た
め
外
国
轍
出
業
者
の
不
満
を
買
っ
た
こ
と
も
め
る
が
、
之
は
更
新
の
場
合
に
は
全
〈
無
く
な
る

問
題
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
種
E
の
問
題
に
つ
い
て
、
今
日
は
ま
だ
一
の
試
練
期
に
麗
し
、
現
に
フ
ラ
ン
ス
の
如
き
も
、
あ
ら

ゆ
る
襲
化
を
ち
っ
て
糧
主
的
商
品
に
賞
施
を
試
み
っ
と
め
る
。
そ
れ
は
商
品
の
種
類
に
よ
り
、
事
情
の
如
何
に
よ

h

ソ
具
瞳
的
・
特
殊
的
に
決
せ
ら
る
ベ
〈
、

今
日
で
は
ま
行
一
般
的
に
論
断
さ
る
べ
き
時
期
に
珪
し
て
ゐ
な
い
左
思

輸
入
塑
閣
制
(
心
c
o
E

室内
E
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

第
四
披

大
七

A 
四

Ba.i1ey， ibid， p. 435J note 8) 



輸
入
割
営
制

(
ο
E
Z
品
ω
Z
E
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

八
四
四

第
四
披

六
A

は
れ

f

る。

目
、
割
曽
制
に
伴
ふ
反
響

轍
入
割
営
制
の
如
き
新
制
度
の
創
始
せ
ら
る
h

場
合
に
は
、
必
中
や
依
存
制
度
の
上
に
成
立
し
て
ゐ
る
利
害
関

係
k
衝
突
し
て
、
之
に
よ
っ
て
利
益
す
お
も
の
出
あ
る
代

h
に
、
ま
七
損
害
を
表
h
u
る
色
の
〉
生
や
る
を
弛
れ
な

い
c

従
っ
て
各
方
面
に
種
E
の
反
響
を
呼
ぶ
こ

k
b
な
芯
が
、
い
ま
具
閥
的
い
フ
ラ
ン
λ

の判明
A
M
U
-
w
い日
i

、吋ゃ

れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
内
外
に
卦
し
て
、
如
何
な
る
反
響
を
賓
ら
し
た
か
を
見
る
こ
と
〉
す
る
。

第
一
に
艶
外
的
反
響
と
し
て
問
題
と
な
っ
七
の
は
、
き
き
に
述
べ
た
る
最
悪
囲
約
歎
へ
の
影
響
に
闘
す
る
鈷
と
.

賃
施
上
の
技
術
的
困
難
に
闘
す
る
結
k
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
バ

9
に
駐
在

す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
闘
の
商
務
官
エ
ッ
ヂ
氏
か
ら
、
営
時
の
首
相
乗
外
相
タ

Y
ヂ
ユ
氏
に
提
出
き
れ
た
抗
議
を
皐

げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
抗
議
の
結
果
正
し
て
、
雨
氏
の
聞
に
外
交
的
折
衝
が
行
は
れ
、
そ
の
結
果
ア
メ
リ
カ

に
劃
し
て
一
の
魔
書
を
交
付
す
る
こ
と
〉
な
っ
た
。
之
に
よ
れ
ば
轍
入
割
官
制
に
闘
す
る
総
て
の
鮪
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
に
封
し
最
悪
園
取
扱
を
保
誼
す
る
乙
と
〉
し
、
旦
っ
そ
の
商
品
に
つ
い
て
は
、

カ
割
営
率
を
一

O
%以
下
に
減
ぜ
ぎ
る
こ
と
、
こ
の
年
の
現
賓
の
轍
入
量
が
一

o
u
m
以
下
な
る
と
き
は
、
そ
れ
を

一
九
コ
二
年
の
ア
メ
リ

基
準
と
し
て
そ
れ
以
後
の
割
営
を
決
す
べ
き
こ
と
〉
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
後
ほ
Y
同
様
の
協
定
は
、

オ

1
ス
ト
9

--y 、

エ
ス
ト
ニ
ァ
、
ス
イ
ス
、

スエ

l
デ
シ
等
の
諸
圏
と
の
間
に
成
立
し
‘
何
れ
も
フ
ラ
ン
ス
は
モ
の
轍
入
割
嘗



ベ
戸
内
リ

乍
初
日

F
3
1
m
J
1
4
Y
A
代

3 

制
に
よ
っ
て
、
杢
躍
と
し
て
も
一
定
商
口
叩
に
お
い
て
も
、
決
し
て
そ
の
固
か
ら
の
轍
入
を
一
定
の
割
営
率
以
下
に

減
少
せ
r
d

る
べ
き
こ
と
一
位
約
束
し
て
ゐ
5
1
0

巴

第
二
に
封
内
的
反
響
と
し
て
は
、
多
〈
の
場
合
と
何
様
に
、
反
卦
論
と
賛
成
論
と
が
二
方
面
か
ら
奉
げ
ら
れ
h
o

y
-
フ
γ
ス
の
貿
易
闘
係
業
者
師
ち
輪
入
業
者
・
運
輸
舎
世
・
港
間
業
者
お
よ
び
輪
出
業
者
は
、
型
の
如
〈
反
閣
を
叫

ん
で
抗
議
し
た
。
そ
の
理
由
と
す
る
所
は
j

輪
λ
割
管
制
は
外
闘
の
報
復
ぞ
呼
ぷ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
貿
易
に
と
り

有
害
で
あ
る
こ
と
、
貿
易
上
の
矯
替
の
念
撤
な
減
退
ぞ
呼
ぶ
こ
と
、
物
使
捷
動
ぞ
激
成
す
る
こ
と
、
並
び
に
一
般

的
に
岡
家
の
産
業
干
捗
を
強
め
る
こ
と
等
に
あ
る
。
更
に
準
ん
で
彼
等
は
、
輸
入
割
嘗
制
そ
の
色
の
に
内
在
す
る

融
附
と
し
て
、
割
砂
田
率
決
定
の
基
礎
と
な
れ
る
滞
債
の
不
完
全
な
る
こ
と
、
閥
概
欣
入
の
減
退
す
る
こ
と
待
合
」
指

摘
し
て
反
劃
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
一
九
三
二
年
に
は
、
極
端
な
る
保
護
主
義
に
反
劃
し
て
、

J
4
フ
シ
ス
轍
出
工

業
聯
盟
を
結
成
し
、
一
九
三
三
年
四
月
に
は
そ
の
園
際
合
議
を
聞
い
て
、
経
掛
的
軍
備
撤
療
を
期
す
る
た
め
に
、

常
設
委
員
ぞ
任
命
す
る
こ
と
〉
な
っ
て
ゐ
る
。

然
る
に
之
巳
費
し
て
は
他
方
に
反
劃
の
主
張
が
め
る
。
例
へ
ば
右
の
抗
議
に
劃
す
る
反
駁
と
し
て
、

7
7
ν

ス

商
工
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
ナ
ン
シ

l
商
工
舎
議
所
の
主
張
の
如
き
こ
れ
で
あ
る
。
日
〈

ー
『
若
し
も
か
{
白
如
き
(
輸
入
割
常
制
撤
臓
の
)
提
案
が
政
府
に
よ
ワ
で
採
揮
さ
れ
よ
う
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
疑
も
な
〈
、
卸
刻
に
わ
が
東
部

四
冶
金
工
場
を
閉
鎖
せ
し
め
、
多
数
回
勢
働
者
を
失
業
せ
し
む
る
の
恐
ろ
し
き
結
果
を
鷲
ら
し
、
延
い
て
は
努
働
者
自
生
活
必
要
開
聞
を
生
産
ナ
る
工

場
を
問
機
炉
内
町
鎖
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。

…
『
わ
れ

J
I
H
M
輸
入
割
蛍
創
を
も
ワ
て
?
わ
が
圏
内
市
場
に
聾
す
る
唯
一
白
有
致
た
現
責
白
擁
護
策
正
し
て
、
之
を
維
持
さ
れ
ん
と
と
を
切
墓
ナ
る
。

輸
入
割
営
制

S
a
o
g
屯
母
国
)
に
就
い
て

第
三
十
八
血
管

第
四
披

八
四
五

大
丸

Dietrich， ibid.， p.， p. 67ト 672.
Dietrich， ibid.， p. 672. 2) 



輸
入
割
賞
制

(
{
ω
E
Z
4即

時

O
E
)

に
就
い
て

第
三
十
八
巻

ん
四
六

セ
O 

第
四
時
蜘

他
方
に
関
税
は
、
租
枕
白
・
加
重
さ
れ
た
矯
め
に
、
戟
前
に
比
し
で
は
相
封
的
に
半
減
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
之
を
も
改
訂
さ
れ
ん
こ
と
主
切
望
ナ
る
o』

『
プ
ラ
ン
ス
生
産
業
者
聯
会
合
』
も
ま
七
割
常
制
を
支
持
す
る
。
彼
等
の
主
張
に
従
へ
ば
、
轍
入
割
営
制
は
世
界

経
糟
の
安
定
す
る
ま
で
は
、
戎
種
の
産
業
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
他
の
種
の
産
業
に
劃
し
て
は
、
生

産
者
の
圃
際
的
協
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
割
嘗
制
が
望
ま
し
く
、
更
に
他
の
種
の
産
業
に
卦
し
で
は
、
閥
暁
戦
争

の
完
結
し
た
る
後
に
、
闘
税
引
上
げ
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
。

t
y
現
在
に
お
い
て
は
、
世
界
の
低
物
債
に
劃

J
H
る
防
衛
手
段
と
し
て
、
輸
入
割
仲
間
制
を
必
要
と
す
る
と
一
一
一
同
ふ
。
要
す
る
に
岡
内
生
産
者
の
立
場
に
お
い
て
は
之

を
支
持
し
、
貿
易
関
係
業
者
の
立
場
に
お
い
て
は
之
に
反
謝
す
る
と
い
ふ
二
つ
の
艶
立
を
暴
露
す
毛
も
の
に
外
な

ら
ぬ
。
而
し
て
園
民
粧
掛
金
躍
の
立
揚
に
た
っ
園
家
ま
た
は
政
府
は
、
言
み
ま
で
も
な
く
斯
〈
の
如
き
営
業
者
の

白
梅
的
見
地
に
捉
は
る
う
こ
左
な
く
、
圃
民
的
見
地
に
お
い
て
問
題
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
下
、
こ
川
見
地
に
お

い
て
も
一
般
的
・
抽
象
的
に
轍
入
割
官
制
の
是
非
を
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
問
題
を
具
瞳
的
・
特
殊
的
に
考

察
す
る
に
嘗
つ
て
は
、
第
一
に
現
貰
の
世
界
経
梼
に
お
け
る
ぞ
の
闘
民
経
済
の
地
位
を
具
睦
的
に
把
握
す
る
こ
士

、
二
第
二
に
そ
の
轍
入
割
営
制
の
具
腫
的
内
容
の
如
何
を
検
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
例
へ
ば
プ
ラ
ン
ス
が
現

在
の
岡
際
的
地
位
じ
お
い
て
、
そ
の
金
本
位
制
を
維
持
し
て
ゆ
く
限
h
ノ
・
こ
の
程
度
の
轍
入
割
嘗
糊
を
賞
施
す
る

こ
と
は
、
そ
の
岡
民
経
済
を
維
持
す
る
七
め
に
は
必
要
で
あ
ら
う
と
恕
は
れ
る
が
加
き
是
で
あ
る
。

五
、
自
主
的
割
曹
と
協
宜
的
割
宮

Dietrich， ibid.， p. 673・3) 



ー
も
必
縫
鐘
藤
努

J

い
よ
/
、
1
轍
λ
割
蛍
制
を
宜
施
せ
ん
ー
と
す
る
に
営
っ
て
、
ぞ
の
手
績
に
お
い
て
最
も
問
題
と
な
る
勤
は
、
之
を

金
む
一
方
的
に
白
岡
の
自
由
に
決
定
し
賃
施
す
る
所
の
自
主
的
割
嘗
方
法
を
採
る
か
、
相
手
園
と
の
折
衝
を
経
て

そ
の
了
解
の
下
に
貫
施
す
る
所
の
協
定
的
割
営
方
法
を
採
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

プ
ラ
ン
一
ス
に
お
い
て
は
、
或
る

割
嘗
は
杢
〈
自
主
的
に
決
定
き
れ
賞
施
ぎ
れ
た
が
、
工
業
口
叩
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
相
手
闘
に
る
ド
イ
ヲ
、

チ
エ
ヨ
ス
ロ
バ
キ
ア
等
の
産
業
家
と
の
折
衝
の
結
果
、
そ
の
了
解
の
下
に
貫
施
さ
れ
に
。
特
に
ド
イ
ツ

M
F

ギ
!
、

に
劃
し
て
は
、
か
の
ラ
バ

l
y
、
プ
リ
ノ
ア
ン
両
氏
の
ぺ

y
uノ
ン
訪
問
の
後
、

一
九
一
一
一
一
年
九
月
に
設
け
ら
れ
た
怖

濁
極
構
委
員
曾
の
仲
介
の
下
に
、
折
衝
を
績
げ
て
了
解
を
得
る
こ
と
、
な
つ
士
。
郎
も
之
は
雨
闘
の
産
業
家
同
志

の
交
渉
の
結
果
T
あ
る
。
そ
ご
で
こ
の
衝
の
協
定
的
割
安
は
も
そ
の
成
立
事
情
の
異
な
る
所
か
ら
、
前
の
自
主
的

割
嘗
と
は
杢
〈
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
之
に
つ
い
て
商
工
大
臣
デ
ユ
ラ
ン
氏
の
言
ふ
所
は
興
味
が

あ
る
。
日
'
ト
¥

『
・
・
・
併
し
な
が

b
一
周
者
を
区
別
す
る
ζ

と
が
必
要
で
あ
る
。
卸
ち
或
る
も
の
は
一
方
的
宣
一
言
同
一
に
よ
っ
て
櫨
威
づ
け
、
b
れ
た
割
賞
制
で
あ
り
、
こ
れ

は
専
断
的
で
あ
り
且
ワ
不
安
で
あ
る
。
然
る
に
他
の
も
の
は
、
わ
が
闘
の
産
業
家
主
外
岡
産
業
家
と
の
折
衝
の
結
呆
一
致
せ
る
協
定
に
過
ぎ
な
い
。

こ
回
一
撞
の
割
嘗
制
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
-
次
の
傑
件
白
下
に
生
産
お
よ
び
貿
易
を
組
織
化
ナ
る
手
段
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
卸
ち
一
般

利
盆
の
擁
護
者
を
も
う
で
任
ず
る
政
府
は
、
か
ふ
る
割
常
制
に
濁
し
で
常
に
統
制
機
を
保
有
し
、
そ
の
裁
可
を
或
は
承
認
し
或
は
拒
否
す
る
と

t
が

出
来
る
と
い
ふ
傑
件
こ
れ
で
あ
る
の
凶
』

J

園
際
主
義
か
ら
岡
民
主
義
へ
の
動
向
に
乗
っ
て
.
そ
の
岡
民
主
義
に
た
っ
闘
暁
主
義
を
、
更
に
一
段
と
強
化
せ

じ
め
た
の
が
こ
の
轍
入
割
嘗
制
で
あ
る
か
ら
、
之

ee岡
際
的
協
調
の
上
に
成
立
せ
じ
め
ん
と
す
る
こ
と
自
瞳
炉
、

輸
入
割
嘗
制

(
Q室
内
問
3
Z
E
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

第
四
務

八
四
七

七

、s
「、

Dietrich， ibid.， p. 670 
Dietrich， p. 670， no-te .. 



輸
入
割
嘗
制

(
ο
g
z
d
E
O日
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

八
四
人

第
四
時
制

七

す
で
に
一
つ
の
矛
盾
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
来
切
蛙
質
上
か
ら
必
然
に
、
自
主
助
・
専
断
的
・
一
方
的

ι制
定
$
る
べ

き
毛
の
で
は
あ
る
。
併
し
な
が
ら
現
賓
の
問
題
と
し
て
は
、
一
は
前
越
の
最
惑
圃
約
款
と
の
聞
係
か
ら
、
こ
は
諸

外
圃
の
報
復
手
段
を
恐
れ
る
所
か
ら
、
多
く
は
協
定
的
割
嘗
ぞ
試
み
る
こ
と
う
な
る
。

一
九
三
二
年
九
月
ド
イ
ツ
の
バ

I
ペ
ン
内
閣
に
よ
っ
て
計
重
さ
れ
た
轍
入
割
嘗
制
が
、
還
に
そ
の
貫
現
ぞ
見
ポ

し
て
葬
ら
れ
る
こ
と
〉
な
っ
た
直
接
の
原
因
は
、
主
と
し
て
ぞ
の
闘
係
諸
外
岡
と
の
折
衝
に
挫
折
し
に
か
ら
で
あ

る
と
言
は
れ
ず
乍
削
ち
こ
の
立
案
も
前
池
の
自
主
的
割
償
を
掠
ら
や
、
協
定
的
割
嘗
の
方
法
令
-
楳
ふ
ん
と
し
、
ど

プ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
多
〈
の
協
定
的
割
嘗
が
成
功
し
宜
施
8
れ

れ
に
失
敗
ぜ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、

て
ゐ
る
に
拘
ら
中
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
同
じ
方
法
が
、
何
故
に
失
敗
し
た
か
と
い
ふ
鮪
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
種

ー
の
理
由
も
め
ら
う
け
れ
ど
も
、
い
ま
両
者
を
比
較
し
て
見
る
時
は
、
そ
の
聞
に
重
要
な
る
相
章
一
か
あ
り
、
ぞ
の

相
患
の
た
め
に
、
斯
〈
の
如
き
結
果
の
相
違
を
来
た
す
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

第
一
の
相
違
は
.
輪
入
制
限
の
程
度
上
の
相
違
仁
あ
る
。
輸
入
割
償
制
は
何
れ
の
場
合
で
も
轍
λ
を
制
限
せ
ん

と
す
る
・
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
そ
こ
に
は
た
ず
消
極
的
に
、
従
来
の
程
度
の
轍
入
は
許
し
、
一
ー
寧
ろ
勝
来
の
轍
入

増
加
を
抑
へ
孔
と
す
る
消
極
的
制
限
と
、
積
極
的
に
従
来
の
程
度
の
輸
入
数
量
を
も
削
減
せ
ん
と
す
る
積
極
的
制

限
と
の
相
違
が
め
る
。
い
ま
下
イ
ツ
に
計
童
5
れ
た
農
産
物
の
職
人
割
嘗
制
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ
れ
は
一
定
の

農
産
物
に
劃
し
て
、
積
極
的
に
而
五
大
な
る
程
度
に
、
従
来
の
数
量
を
制
限
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
卸
ち

博
へ
ら
れ
た
所
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
九
|
=
二
年
の
三
ヶ
年
の
卒
均
轍
入
数
量
密
基
準
と
し
て
崎
そ
の
一
ニ

O
%乃

四宮恭二氏、調遺に於ける農産物輸入割嘗問題(大阪商科大撃経梼研究所、
L経済時報可第511器、第12按、 p."3・)

3) 



至
四

O
M
m
に
ま
で
制
限
せ
ん
k
す
る
も
の
で
あ
っ
↑
い
ら
し
い
勺
。
然
る
に
ご
ア
シ
月
じ
お
い
て
は
寧
ろ
消
極
的
制
限

一
般
的
に
は
諸
外
聞
の
錦
替
ダ
ン
ピ
ン
グ
仁
劃
す
る
防
衛
手
段
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
Y
し

一
九
三
四
年
に
入
っ
て
新
た
に
強
化
さ
れ
た
割
嘗
制
で
は
、
多
数
の
工
業
品
に
封
し
積
極
的
に
制
限
の
程
度
を
大

い
に
高
め
て
ゐ
る
。
何
れ
の
相
手
固
と
い
へ
ど
色
、
従
来
の
輪
出
量
の
三

0
1四
O
M
W
に
ま
で
制
限
せ
ん
と
す
る

提
案
に
劃
し
て
は
、
容
易
に
承
認
を
輿
へ
符
F
る
は
蛍
然
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
少
く
と
も
従
来
の
轍
出
程
度
に

制
限
せ
ん
と
す
る
提
案
な
ら
ば
、
之
を
絶
卦
的
に
拒
否
す
る
理
由
に
苦
し
h
u
で
あ
ら
う
。

、
、
、
、

r

第
二
の
相
違
は
、
輸
入
割
営
の
方
法
上
の
相
違
に
あ
る
。
ド
イ
ヅ
の
立
案
は
た
Y
自
闘
の
轍
λ
業
者
に
劃
し
て
、

機
嫌
の
取
扱
畳
に
比
例
す
る
割
嘗
念
行
ば
ん
'
と
す
る
仁
過
ぎ
や
、
相
手
岡
毎
に
そ
の
割
賞
最
ま
仁
は
割
賞
事
を
規

定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
1
0

従
っ
て
ド
イ
ヲ
に
と
っ
て
は
各
闘
を
し
て
相

E
に
競
守
せ
し
な
る
利
益
あ
る
官
け
、

に
近
く
、

各
闘
に
と
っ
て
は
極
め
て
不
利
に
し
て
且
つ
不
安
な
る
地
位
に
曝
さ
れ
る
こ
と
〉
な
る
。
然
る
に
フ
フ
シ
ス
の
多

〈
の
揚
舎
に
お
け
る
が
如
〈
、
掛
内
的
割
嘗
か
ら
准
ん
で
封
外
的
割
時
固
ま
で
も
規
定
し
、
各
岡
の
割
営
量
ま
た
は

割
雷
率
を
過
去
の
戴
字
に
比
例
し
て
定

b
る
場
合
に
は
、
そ
の
基
準
年
度
等
に
つ
い
て
は
多
少
の
問
題
は
あ
り
得

て
も
J
Y

之
を
絶
動
的
に
桓
否
す
る
乙
と
は
困
難
で
あ
ら
う
。
ぞ
の
貫
例
と
し
て
ア
メ

9
カ
会
衆
聞
と
の
聞
に
折
衝

め
行
は
れ
た
事
寅
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
あ
所
で
あ
る
。

第
三
の
相
違
は
、
割
嘗
協
定
の
方
法
上
に
も
費
見
き
れ
る
ゃ
う
で
あ
る
。

ア
ヌ
シ
ス
に
お
け
る
多
〈
の
場
合
に

は
j

h

主
と
し
て
先
づ
雨
園
の
営
業
者
同
志
の
折
衝
に
侍
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
然
る
に
ド
ソ
ペ
ツ
の
場
合
に
は
、
直
接

輸
入
割
賞
制

(
ρ
g
g
m
一E
Z自
)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

第
四
蹴

七

八
四
九

四宮恭二氏、前掲論文、(経理事時報、第5容、第H君主、 p.29・)
四宮恭二氏、前掲論文、(経君事時報、第5~盤、第 III続、 p. 29・}

4) 
s) 



輸
入
割
嘗
制

(
Q
E
g
m可
mEU)
に
就
い
て

第
三
十
八
巻

八
五

O

第
四
務

七
四

に
政
府
か
ら
交
渉
委
員
を
涙
遺
し
て
折
衝
せ
し
め
て
ゐ
る
。
勿
論
こ
れ
は
そ
の
産
業
の
種
類
に
よ
り
相
違
す
る
こ

と
も
め
る
べ

t
、
例
へ
ば
農
産
物
に
あ
っ
て
は
工
産
物
に
お
け
る
桂
に
は
、
嘗
業
者
聞
の
交
捗
は
容
易
に
行
は
れ

難
い
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
せ
よ
政
府
の
一
方
的
意
思
に
よ
っ
て
宣
言
す
る
自
主
的
割
営
な
ら
ば
兎
も
角
、
少
〈
と

も
各
闘
の
承
認
を
得
た
石
協
定
的
割
償
に
嬢
ら
ん
pye-

す
る
以
上
は
、
貫
殻
的
方
法
に
嬢
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
言
ふ

ま
で
も
な
い
。

お
よ
そ
斯

t
の
削
き
諸
勅
が
、
成
功
せ
る
7
4
7

ン
バ
の
協
定
的
割
償
土
、
失
敗
け
る

γ
イ
吋
γ'

の
そ
れ
と
の
問
に

殺
見
き
る
う
一
般
的
特
徴
で
あ
ら
う
。
回
よ
り
今
日
の
岡
際
極
端
情
に
お
け
る
雨
闘
の
地
伎
の
相
違
も
考
へ
ね
ば
な

ら
子
、
そ
の
他
に
政
治
上
・
外
交
上
の
諸
原
因
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
勿
論
で
は
め
る
が
、
枯
ら
〈
輸
入
割

営
制
そ
の
も
の
に
閲
す
る
諸
原
因
を
求
か
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
以
上
の
諸
勤
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら

'nノ
。

六
、
結

論

貿
易
統
制
の
新
た
な
方
法
と
し
て
の
轍
入
割
嘗
制
は
、
今
日
で
は
ま
だ
一
の
試
練
期
に
め
る
。
職
後
の
永
積
的

不
出
と
最
近
の
世
界
恐
慌
を
打
開
す
る
に
嘗
っ
て
.
岡
際
的
協
力
の
殆

A
E絶
望
と
な
っ
た
今
日
に
お
ふ
て
、
再

ぴ
戟
前
の
自
由
貿
易
に
復
鵠
す
る
こ
と
は
、
近
き
勝
来
に
は
殆
ん

E
不
可
能
で
め
ら
う
。
従
っ
て
各
闘
が
お
の
お

の
自
闘
の
産
業
を
保
護
ま
た
は
救
済
す
る
た
め
に
、
岡
内
市
場
の
擁
護
を
絶
劃
に
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
に
惇
統



， 

的
の
闘
枕
障
壁
を
高
化
す
る
一
方
に
、
更
に
謹
ん
で
直
接
有
数
な
る
割
嘗
制
度
を
創
設
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、

今
日
の
困
際
航
勢
に
お
い
て
は
塞
に
必
然
の
勢
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

国
よ
り
轍
入
割
常
制
に
も
種
E
の
問
題
の
存
す
る
こ

E
は
、
論
じ
来
れ
る
所
で
ゐ
石
一
炉
、
在
来
の
闘
執
政
策
に

比
す
れ
ば
、
理
論
上
よ
り
有
数
な
る
保
護
政
策
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
。
た
Y

に
理
論
的
に
然
4
0
の
み
な
ら
中
、

之
を
↓
て
フ
ン
ス
の
貸
蹟
に
徴
す
る
も
、
保
護
の
目
的
を
有
殻
に
達
成
し
つ
う
あ
り
左
言
は
れ
る
。
即
ち
一
九
三
二

年
の
輪
出
は
三
五
%
、
轍
入
は
二
九

μ
の
減
退
を
示
し
で
は
ゐ
る
が
、
併
し
同
時
じ
工
業
品
の
輸
入
は
問
。

μ
の

減
退
を
示
し
て
ゐ
る
事
賞
、
轍
出
は
者
ww口
叩

hr-
多
〈
合
み
従
っ
て
陛
回
介
不
出
の
打
撃
の
甚
大
な
る
事
賞
、
並
昨
日
に

陛
界
物
債
に
劃
す
る
ア
フ
ン
九
物
債
の
闘
係
等
を
考
慮
す
る
時
は

h

治
め
結
果
は
箪
ず
の
成
功
で
め
ぷ

h
一
同
は
れ
ゆ
り

回
よ
り
之
は
轍
入
割
営
制
に
の
み
騎
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
〈
、
闘
枕
政
策
そ
の
他
の
保
護
政
策
の
A
H
成
果
に
は
相

違
な
い
が
、
併
し
割
嘗
制
の
殻
果
も
ま
た
設
す
べ
き
で
な
い
。
従
っ
て
フ
ラ
ン
ス
議
舎
も
闘
説
委
員
合
同
も
、
割
嘗

制
の
撤
臨
臓
を
肯
ん
ぜ
や
、
之
を
も
っ
て
永
績
的
の
貿
易
政
策
の
手
段
と
な
さ
ん
と
す
る
伊
東
還
が
濃
厚
で
あ
る
。

轍
入
割
嘗
制
に
劃
す
る
批
判
は
、

一
は
前
越
の
如
〈
之
に
よ
っ
て
影
響
せ
ら
る
、
利
害
関
係
者
の
側
よ
り
、
賛

否
の
雨
論
が
封
立
し
て
ゐ
る
。
帥
ち
岡
内
生
産
者
は
之
を
支
持
し
、
貿
易
闘
係
業
者
は
之
に
反
劃
す
る
。
岡
民
一

般
の
利
益
を
代
表
す
る
政
府
は
、
斯
〈
の
如
き
利
害
闘
係
者
の
自
衛
的
見
地
に
捉
は
る
う
こ
と
な
〈
、
岡
民
杢
躍

の
大
局
的
見
地
か
ら
、
之
に
劃
す
る
態
度
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
一
百
ふ
ま
で
も
な
い
。

山
併
じ
芯
が
ら
こ
の
場
合
に
ち
ま
た
二
つ
の
異
な
る
立
場
炉
劃
立
し
う
る
。

一
は
古
き
自
由
主
義
に
た
つ
放
任
経

輸
入
割
嘗
制

(
ο
5
z
m可
m
Z
E
)
に
就
い
て

第
三
十
八
倉

七
=fi. 

第
凶
務

丹、

五

Dietrich， ibid.， p. 673・



輸
入
割
償
制

(ο
壱
S
長
持
田
)
に
就
い
て

第
三
十
八
倉

戸、

主E

第
四
灘

七
山
内

梼
の
立
場
、
二
は
新
む
き
統
制
経
済
の
立
場
之
れ
で
め
る
。
放
任
経
梼
の
自
由
主
義
か
ち
見
れ
ば
、
搬
入
割
嘗
制

の
如
き
は
多
く
の
批
剣
を
免
れ
な
い
。
例
へ
ば
制
定
の
手
績
を
法
律
的
に
見
れ
ば
、
圃
民
立
法
樺
の
纂
奪
で
あ
ち
、

纏
掛
的
に
見
れ
ば
甚
だ
し
き
政
府
の
干
捗
で
あ
る
。
ま
た
各
岡
か
ら
の
轍
λ
競
争
を
自
ら
制
限
し
、
過
去
の
世
宇

に
捉
は
れ
て
新
に
な
る
私
的
創
意
を
拍
一
座
し
、
煩
雑
な
る
手
踊
ぞ
規
定
し
て
割
私
的
活
動
を
拘
束
す
る
等
々
、
お
よ

そ
自
由
主
義
の
立
場
に
お
い

τは
、
是
認
さ
る
べ
き
何
も
の
を
も
有
し
な
い
様
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
現
貨
の
事
買
に
引
お
け
る
自
由
主
義
の
桜
艇
は
.
今
日
で
は
す
で
に
自
由
主
義
そ
の
も
の
ぞ
止
揚
し

て
、
私
的
統
制
の
械
に
ま
で
盤
ん
で
あ
あ
。
何
れ
の
圃
に
お
い
て
も
職
λ
@
大
部
分
は
、
少
搬
め
巨
大
な
商
業
資

本
ま
に
は
そ
の
カ

Y
ア
Y
組
織
の
手
に
落
ち
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
私
的
統
制
に
劃
し
て
掴
民
全
瞳
の
見
地
に

た
O
法
的
統
制
を
加
へ
ん
'
と
す
る
割
嘗
制
度
の
如
き
は
]
も
は
や
自
由
主
義
か
統
制
主
義
か
の
調
立
か
ら
の
み
見

ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
う
。

何
れ
に
せ
よ
割
営
制
度
は
す
で
に
今
日
で
は
世
界
の
事
責
で
め
る
。
こ
の
事
貨
を
見
て
わ
れ

f
k
は
、
こ
れ
ま

で
統
制
経
掛
の
比
較
的
に
岡
難
と
さ
れ
て
ゐ
た
商
品
配
給
組
織
こ
と
に
そ
の
外
岡
貿
易
に
お
い
て
き
へ
、
事
賓
の

進
展
は
理
論
を
置
き
玄
り
に
し
て
、
着
々
と
統
制
事
貰
の
進
捗
し
つ
冶
め
る
こ
と
を
認
め
ぎ
る
を
得
な
い
。
従
っ

て
轍
λ
割
賞
制
の
問
題
は
角
最
近
に
問
題
と
な
hJ
つ
b
め
る
輪
出
割
嘗
制
と
共
に
、
統
制
経
済
の
一
面

t
b
τ
の

貿
易
統
制
の
問
題
と
し
て
見
る
時
、
一
特
に
興
味
の
深
き
を
畳
え
る
も
の
で
あ
る
。
(
九
・
=
一
-
一

O
)
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